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研究成果の概要（和文）：本研究は、教員評価と生徒の学力テストを結びつけ、さらにこの評価を教員の人事、
待遇に直結させるアメリカの「人事直結型教員評価」の法制度、および、その運用実態を明らかにした。具体的
には2015年12月に成立した連邦法「すべての子どもが成功するための法（ESSA）が、州と学区に大幅な裁量を付
与する一方で、教員評価に関しては旧法下の中央集権的仕組みを残存させていることを明らかにした。また制度
運用実態について、ニューヨーク市学区の事例調査を行った。この調査により、州教育省の行政裁量により、教
員評価への学力テストの活用が留保され、各学校の校長裁量による独自の教員評価が実施されていることが明ら
かとなった。

研究成果の概要（英文）：This project examined the “high-stakes teacher evaluation” model in the 
United States and an initial impact of the new version of the Elementary and Secondary School Act, 
titled the Every Student Succeeds Act (ESSA), on that model. Although the ESSA was seemed to give 
states more authority to design their own education system, in terms of the teacher evaluation 
system, the law still contained schemes directed by the centralized system under the Obama 
Administration. Because of those ambivalent characteristics of the ESSA, this project conducted a 
case study of the new teacher evaluation system in New York City. Reviewing the basic framework of 
the city’s system, the retreat of state standardized tests and more discretion of principals on 
classroom observation and selection of measurement for student performance could be found.

研究分野： 教育行政
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の独自性は、教員評価固有の法制と実践のみに着目するのではなく、その影響を他の教員法制との関連に
おいて明らかにした点にある。従来の研究の多くは、教員評価の「実践面」、すなわち、評価の手法や具体的運
用に関する研究が主流を占めてきた。しかしながら、「人事直結型」教員評価は、評価手法の変更にとどまら
ず、教員の労働条件や身分保障など、教員法制全般を改変する点に特徴がみられる。本研究では、公立学校教員
の労使関係法やテニュア法等への影響を含めて、米国の「人事直結型」教員評価の総体を分析した点に学術的意
義を有している。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 

 2012 年に誕生した第二次安倍政権以降、日本の教員評価は転機を迎えることとなった。

すなわち、2014 年 5 月に改正された地方公務員法により、公立学校教員を含め、すべて

の地方公務員に対して「人事評価」を実施することが任命権者に義務づけられたのである。

人事評価の導入が、教員評価に与える最大の特徴は、評価結果が、教員の待遇、すなわち、

給与、その他の労働条件、あるいは、身分保障等の人事に直結する点にある。本研究は、

「人事直結型」教員評価が先行して実施されている米国の教員評価を素材として、これら

が如何なる法制度のもとに構築され、また、その実施が学校現場に如何なる影響を与えて

いるのかを検討することを研究課題とした。 
 
２．研究の目的 

本研究の目的は、米国において実施されている「人事直結型」の教員評価に関する法制、

および、その制度運用の実態を明らかにすることにある。法制面の分析に関しては、第一

に、米国連邦政府の教員評価をめぐる立法政策を分析し、第二に、これらをうけて各州政

府が制定する教員評価関連の州法を分析した。さらに第三に、制度運用の実態面として、

これらの制定法のもとに教員評価が学区、学校レベルにおいて如何に実施されているのか、

またそれが日常の教育実践に如何なる影響を与えているのかについて分析した。これらを

通じて、連邦―州―学区―学校に連なる「人事直結型」教員評価の法制面と実態面の総体

を明らかにした。 
 
 
３．研究の方法 

本研究は、米国の「人事直結型」教員評価に関する法制、および、運用実態に関する研

究を、法社会学アプローチにより遂行した。すなわち、教員評価をめぐる法制分析を行う

とともに、これらの制定法が教育現場に如何に作用しているのかという法作用、法現象に

関する分析を行った。具体的には、①米国連邦政府の教員評価をめぐる立法政策に関する

分析、②これに伴って各州政府が制定する関連州法の分析、さらに③これらの制定法のも

とに導入された教員評価の制度運用に関する実態調査を実施した。 
 
４．研究成果 

（１）「人事直結型教員評価」の法制面について、連邦政府の教員評価をめぐる立法政策と、

これらを受けた各州の教員評価関連法の動向を明らかにすることができた。具体的には、

2015 年 12 月に成立した「すべての子どもが成功するための法（Every Student Success 

Act：以下、ESSA）」が、教育政策全般にわたり州と学区に大幅な裁量を付与する法的仕

組みを整える一方で、教員評価に関しては、連邦政府主導の中央集権的仕組みを残存させ

ていることが所見された。また、連邦法のもとでなされた州法改正の動向に関する横断分

析により、ニューヨーク州のように、従来の州法が維持されながらも州内の教員評価政策

が大きく転換される事例のあることが明らかとなった。 

 

（２）第二に、連邦法、ニューヨーク州法のもと、教員評価が如何に実施されているのか

を、ニューヨーク市学区を対象として調査した。この調査により、上記の州法がそのまま

残存されながらも、州教育委員会（Board of Regent）の決定により、教員評価にあたり州



統一学力テストを用いることが 2019-2020 年度まで留保されていること、および、ニュー

ヨーク市学区では、この州教育委員会の措置を受けて、各学校の校長裁量のもと独自のア

セスメント・ツールにより教員評価が実施されていることが明らかとなった。 

 

（３）第三に、教員評価制度の日米比較の観点から、アメリカの「人事直結型」教員評価

の日本への移入状況に関する研究成果を国際学会にて発表した。近年、比較教育学の分野

では、いわゆる「PISA 型学力」みられるような国際機関の国内教育政策への影響に関す

る研究が盛んにおこなわれているが、教員評価制度にみるならば、アメリカの「人事直結

型」教員評価が、漸進的に日本においても導入されていることがみられた。また、PISA

型学力等の教育課程への移入が文部科学省の主導によって行われてきたのに対して、これ

らの教員評価の導入は、内閣府や総務省など非教育行政機関が推進する「人事評価制度」

によって導入されていることが明らかとなった。本研究では、他の教育政策領域からみた、

教員評価制度の政策移入の特徴を、対象モデル、移入する主体、実施手法の違いから検討

を行った。この研究成果については、国際学会である World Education Research 

Association の 10th Focal Meeting（2019 年 8 月）において口頭発表を行った。 

 

（４）第四に、教員人事の日米比較の観点から、教員の「多忙化」の法的要因となってい

る「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する特別措置法」（給特法）の解釈、

運用に関する分析を行った。2019 年 12 月 4 日には、同法が改正され、「上限時間指針」

の新設、ならびに、「一年単位変形労働時間制」の条例による導入がはかられたことから、

その法的問題を検証した。 

 

（５）第五に、「人事直結型」教員評価の法制研究にあたり研究支援を受けてきた米コロ

ンビア大学のマイケル・レベル（Michael A. Rebell）教授を 2018 年 6 月に開催された日

本教育法学会第 48 回定期総会の特別講演に招聘した。教員評価と財政平等問題の関連を

明らかにすることで、同教授との国際共同研究についても進展させることができた。 
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